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【総合評価（課題・改善点等）】
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予算額等の推移

（千円）

　町政に関する施策・制度等の調査・研究・その他の活動を通して、議会における審議の深化、

提言・提案の充実を図るとともに、議員の資質向上と開かれた議会に資するものとする。

６．公費負担の公平性・透明性が確保されていますか。

　離島という地理的な条件に起因する、活動日数・所要時間相応の活

動経費の負担に応じた経費であると認められ、事後清算や公表によ

り、使途の明確化や活動成果などの説明責任を果たすことができる。

確保されている

A見直す余地がある

見直しが必要である

５．他の事業を実施することで、本事業の同様な成果をあげることができませんか。

　法律的な根拠のもと、議会という唯一の監視機関として行財政運営

に関する提言や助言、施策等の立案を通して地域社会の福祉向上に繋

げることができる。

できない

A検討する余地がある

できる

４．事業の成果実績は、目標値に比べてどのような達成度でしたか。

　導入初年度ということもあり、活動計画と実施内容の設定、日程調

整などに苦慮されたことも見受けられたが、本町が抱える様々な分野

における施策の調査・研究や活動基盤の充実を図る。

成果をあげている

A停滞している

成果が出ていない

３．目的が町政等の状況変化に応じて、その役割を果たしていますか。

　当初の目的である、町政課題等に対する制度しくみ探究や一般質

問・質疑を通した審議の深化、更には今後の施策の展開に資するため

の提言や議員個々の資質の向上に資することができる。

当初の目的を果たしている

A目的の見直しが必要である

目的を果たしていない

公的に担う必要がある

A公民ですみ分けする余地がある

民間で実施すべきである

　従来の体制では町政の課題や提言等の十分な探究が実施できなかっ

たことから、本事業により、議会活動以外における議員活動の多様な

調査・研究を通して、より具体的な審議等に資することができる。

　二元代表制を担う議会議員の活動の補完・一環として、法令・条例

に定められた活動を通して、その他の事業並びに機関では実施できな

い権限のもと行われるものである。

A

目的が明確で、妥当性がある

見直しが必要である

不明瞭で妥当性がない

１．この事務事業の目的が明確であり、妥当な制度しくみとなっていますか。

２．行政（議会）が関与すべき事務事業ですか。町民や民間事業者や地域、関係団体によって対応できませんか。
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【目標指数と推移】

【事業評価】

評価項目

評価評価基準評価内容

活動成果の公表

目標値：8名

目

標

に

対

す

る

達

成

度 未実施 8名 ー

未実施

未実施

未実施

未実施

8名 ー

1,085千円 ー

4事案 ー

6回 ー
目標値：8回

活動数（視察、調査研修、情報収集など）

指標

活動に係る質疑等の数

目標値：720千円

目標値：8名

目標値：16事案

（科目名称） 議会費 議会費 議会費 一般事務事業

目標

活用議員数

活動費（対象経費）

1,085 皆増 ー （－）

補助率 　条例の使途対象となる活動に支出された経費（適用外は交付しない）

0

0

（－）

（－）

3,240 皆増

事務事業名

令和７年度　事務事業評価シート（令和８年５月公表）

　竹富町議会議員政務活動費

（事業概要）
　竹富町議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、竹富町議会議員の調査研究、その他の活

動のために必要な経費の一部として、議員に交付する。

令和７年度 令和８年度

予算

決算

事業類型 単・補助 　単独事業 期間 令和７年度～未定

年度 令和６年度

負担金補助及び交付金 政務活動費

担当所属 課名 　議会事務局 係名 　庶務係

予算科目

本制度導入前と比較して、町政の多様な施策や課題に対し、より特化した調査・研究に取り組むことができた。その成果に
より、論点の絞り込みや制度構造の議論を深めるに至っている。
一方、活用実績をみると、一部に未活用の議員や、事後の審議・提言等に至っていない事例が見受けられる。後者の活動は、
必ずしも即効性があるものばかりではないため、持続的な議論のなかで着実に課題解決の道筋を見出し、実現性のある提言へ
つなげることが重要である。
活動成果の検証や評価のあり方は事案ごとに異なるため、今後は本事業評価や個々の活動報告を通じて実績を開示し、取組の
妥当性を明確化するとともに、必要に応じた改善・見直しを図り、引き続き本制度の必要性と効率性を確保していく必要があ
る。


